
社会保険労務士（両立支援促進員）による

がん等の疾病により長期療養を必要とする患者さんは、治療と仕事を両立して
いくために様々な悩みを抱えます。社会保険労務士（両立支援促進員）による
就労個別相談会では、働き方や社会保障にまつわる相談等が可能です。

【お問い合わせ・ご予約先】
聖隷浜松病院 患者支援センター・がん相談支援センター（1階6番受付）

日 時 2025年

2026年

6月
9月

12月
3月

25日（水）
24日（水）
24日（水)
4日（水）

13：30～16：30
13：30～16：30
13：30～16：30
13：30～16：30

場 所 患者支援センター（1階6番相談受付内）
対 象 がん等の疾病により長期療養を必要とする方の就労に関する相談

※就職先のあっせんはできかねますのでご了承ください。
募 集 人 数 3組 （予約優先）
相 談 時 間 45分程度
利 用 料 無料
予 約 方 法 電話または直接、患者支援センターにお申し出ください。

予約時にご相談内容をお知らせください

電 話：053-474-1121（直）・053-474-2666（直）
受付時間：月～金 8：30～17：00 土 8：30～12：15（日祝休み）

就労個別相談会就労個別相談会

職場から退職を
勧められたのですが･･･。

治療のため休職が
必要ですが、収入は
どうなるのでしょうか。

一日中立ち仕事なので、
この先続けられるか
不安です。
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